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 昭和５６年５月までの建物と６月以降の建物では基準の内容が違います耐震基準

皆様のお住まいと生命を守るため、「耐震診断士」を派遣します

　お問合せ 役場都市建設課☎８８５－０３４０内線２２２・２２３

財産の差押えを
　　  　実施しています

～納税の公平性を保つために～

　平成２７年度
滞納処分実績
　平成２７年度
滞納処分実績

納税相談はお早めに

　美浦村では、「滞納者」と「納期限までに納税していただいている大多数の皆さま」との公平性を保つため、
滞納処分を厳正に執行しています。皆さまが納めている税金は、福祉や教育等の貴重な財源となっており
ますので、納期限内の納税にご協力をお願いします。

　病気やケガ、失業、経営不振等の事情により税
金の納付が困難な場合は、それを放置せずに役場
収納課に早めにご相談ください。納税相談は事前
にご連絡いただければ、よりスムーズに相談が進
みます。
　また、納期限が過ぎてしまった納付書では税金
等を納めることができません。新たな納付書を収
納課窓口または郵送で再交付しますので、早めに
役場収納課にご連絡ください。納付書の紛失等に
よる再交付、その他納税に関する疑問・質問等に
ついては役場収納課へお問い合わせください。

※課税の内容については、納税通知書に記載され
　ている課税担当課にお問い合わせください。

　税金は、定められた納期限までに納税者の皆さまに自主的に納めていただくもので、これが税本来の姿
です。納税者が納期限までに納税しないことにより督促状を送達したにも関わらず、未納分が完納されな
いことを「滞納」といいます。滞納した場合は、督促手数料・延滞金を課され、さらに村は滞納者に帰属
する財産を差押え、換価（取立）し、その代金を滞納している村税等に配当する一連の処分である強制換価
手続（滞納処分）を行うことになります。
　国や地方公共団体には、その財政基盤の確保の
ため、租税等の債権について、裁判所等の司法の
執行機関を通じることなく自ら強制的に徴収する
ことができる「自力執行権」が認められています。

※延滞金の率…次の割合で加算されます。
・納期限の翌日から１カ月間は、特例基準割合に
年１％を加算した割合（平成２８年は年２．８％）

・納期限の翌日から１カ月を経過した後は、特例
　基準割合に年７．３％を加算した割合（平成２８年は
　年９．１％）

《不動産公売》　換価に至るケースはありませんでした。

《債権差押え》　件数１６９件　差押金額４０，７２９，８２３円　取立金額２８，８４２，０７２円

《不動産差押え》　件数１０件　

《不動産参加差押え》　件数２件

《競売事件等に対する交付要求》　件数６６件

※債権…預貯金、生命保険、給与賞与、売掛金、年金、所得税還付金等

※納期限までに村税等が完納されない場合は、
　督促状を発しなければなりません。

督促発布 地方税法第３２９条、第３７１条、
第４５７条　他

※滞納処分のために必要なときは、滞納者、官
　公庁、金融機関、取引先、滞納者の財産を占
　有する第三者等に対し、質問・検査および捜
　索をすることができます。

財産調査
地方税法第２９８条、国税徴収
法第１４１条、第１４２条　他

※督促状を発した日から１０日を経過した日まで
　に、納税者が滞納となっている村税等を完納
　しないときは、その納税者の財産を差押えな
　ければなりません。

財産差押え
地方税法第３３１条、第３７３条、
第４５９条　他

※差押え不動産については公売、預貯金等の差
　押え債権については取立てにより、差押え財
　産を金銭に換えます。

換　価
国税徴収法第６７条、第９４条、
第１０９条　他

※差押え財産の換価代金を村税等へ配当します。

配　当 国税徴収法第１２９条

《滞納処分の手続きの流れ》

収 納
お問合せ
役場収納課
☎８８５－０３４０
（内）１３０・１３１

滞納処分は法律に基づく強制処分です


